
 

2024年 11月 8日 

一部投資信託の新規販売停止について 

 

当行は一部投資信託につきまして、商品の運用状況やお客さまのニーズ等を踏まえ新規販売（定時定

額の新規買付契約を含む）を停止いたします。 

今後も充実した商品・サービスの提供に努めてまいりますので、引き続きご愛顧を賜りますよう     

お願い申し上げます。 

記 

１．対象商品 

商品名 委託会社名 

アライアンス・バーンスタイン・財産設計 2020 

アライアンス・バーンスタイン 
アライアンス・バーンスタイン・財産設計 2030 

アライアンス・バーンスタイン・財産設計 2040 

アライアンス・バーンスタイン・財産設計 2050 

２．新規販売停止日時 

   2024年 12月 18日(水)15:00（投信ＩＢにおいては 14:00） 

３．今後の対象商品の取引等におけるご注意事項について 

（１）当行での新規販売は停止いたしますが、継続して保有いただけます。 

（２）定時定額契約にて購入いただいているお客さまは継続して購入いただけます。 

詳細取引につきましては、下表をご確認ください。 

取引内容 
一括 定時定額契約 

購入 解約 新規 変更 解約 

可否 × 〇 × △※ 〇 

※積立金額の増額は不可。減額や口座区分変更（特定⇔ＮＩＳＡ）等は可能 

（３）「自動けいぞく投資コース」における収益分配金の再投資は継続されます。 

４．その他 

(１）九州ＦＧ証券も同様に新規販売停止となりますが、定時定額契約の変更手続きの可否について 

  当行との取り扱いに相違がございます。詳しくは九州ＦＧ証券ＨＰをご覧ください。 

(２）ご投資にあたっては、次頁の「投資信託に関するご留意点」「金融商品仲介業務に関するご留意点」 

  を必ずお読みください。 

以 上 

《本件に関するお問い合わせ》 

肥後銀行 金融資産コンサルティング部 

担当：藤岡  

電話：096-326-8681 
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投資信託に関するご留意点 

【手数料等について】 

・商品ごとに設定された販売手数料および信託報酬等の諸経費をご負担いただく場合があります。詳しく

は、当該商品の契約締結前交付書面（目論見書、投資信託重要事項補完書面）等をよくお読みください。 

【投資リスクについて】 

・各商品には価格の変動等により損失を生じるおそれがあります。商品ごとにリスクは異なりますので、

当該商品等の契約締結前交付書面（目論見書、投資信託重要事項補完書面）等をよくお読みください。 

【クーリングオフについて】 

・投資信託のお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリングオフ）の

適用はありません。 

【その他ご注意いただきたい事項】 

・投資信託は、預金とは異なり、元本および分配金の保証はありません。 

・投資信託は、預金または保険契約ではないため、預金保険及び保険契約者保護機構の保護の対象にはなり 

ません。 

・銀行で販売する投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。 

 

 
金融商品仲介業務に関するご留意点 

・金融商品仲介業務でお取扱いする商品は、預金ではなく預金保険制度の対象ではありません。 

・金融商品仲介業務でお取扱いする商品は、元本が保証されている商品ではありません。 

・金融商品仲介業務で行うお取引による損益は、お客さまご自身に帰属します。 

・金融商品仲介業務で行うお取引は、委託証券会社がお取引の執行をするものであり当行が執行するもので

はありません。 

・お取引は、お客さまご自身の責任と判断で行っていただきますようお願いします。 

・委託証券会社の商品であっても、当行がお取扱いをしていないものがあります。 

・お客さまの属性や取引関係情報は、お客さまが口座を開設する委託証券会社と当行とで共有します。 

【金融商品仲介を行う登録金融機関】 

商号：株式会社肥後銀行 登録金融機関：九州財務局長（登金）第３号 加入協会：日本証券業協会 

【委託金融商品取引業者(証券会社)】 

商号：九州ＦＧ証券株式会社 金融商品取引業者：九州財務局長（金商）第 18号 加入協会：日本証券業協会 

 

 

 
 

商号等：株式会社肥後銀行 

登録金融機関：九州財務局長（登金）第３号 

加入協会：日本証券業協会 


